
   

 

≪会議関係≫ 
 

○ ８月９日 第１３４０回公益委員会議 

「令和６年（不）第１号事件の審査経過について」など２件 

○  ８月２３日 第 1２３４回愛媛県労働委員会総会 

「令和６年度公労使委員合同研修及び公労使委員個別紛争専門研修について」 

など３件 
 
 

≪集団的労使紛争関係≫ 
 
○ 審査事件 

事件番号 業種 申立年月日 
労働組合法 
７条該当号 

申立内容 終結状況 

６年(不) 
第 １ 号 

福祉業 R6.３.21 １,３ 
不利益取扱い是正 
支配介入の禁止 
謝罪文の掲示等 

係属中 

６年(不) 
第 ２ 号 

建設業 R6.６.13 ２ 団体交渉応諾 係属中 

 
 

≪個別的労使紛争関係≫ 
 
○ あっせん事件 

事件番号 業種 あっせん事項 
申出年月日 
申 出 者 

あっせん 
回 数 

終結状況 

６年個別 
第１号 

医療業 
退職金・解雇予告手
当・慰謝料等の支払い 

Ｒ６.２.28 
労働者 

２回 解決 

６年個別 
第２号 

医療業 
精神的・経済的損失に
対する金銭的補償 

Ｒ６.４.９ 
労働者 

- 不開始 

６年個別 
第３号 

宿泊業 
断続的労働の許可が下
りていない期間の賃金
の引上げ及び再計算 

Ｒ６.６.11 
労働者 

- 不開始 

６年個別 
第４号 

宿泊業 
断続的労働の許可が下
りていない期間の賃金
の引上げ及び再計算 

Ｒ６.６.11 
労働者 

- 不開始 

６年個別 
第５号 

サービス業 
仕事が与えられなかっ
た１か月間の給与補償 

Ｒ６.７.５ 
労働者 

１回 係属中 

 
○ 労働相談 

  相談者数 相談件数 

８ 月 ２５ ４６ 

累計（４月～） １２４ １８３ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

労働委員会の窓（令和６年８月分） 



 

≪お知らせ≫ 
 労働委員会では、毎年 10 月を「個別労働関係紛争処理制度」の周知月間と定め、

全国の労働委員会と連携して周知活動を実施しています。 

 周知月間中は、ＰＲのための特別事業として、労働委員による労使トラブル相談

や、職員による夜間電話相談等を次のとおり実施することとしております。 

 

 １ 労使トラブル夜間電話相談 

 ○日 時：10 月８日（火）、24 日（木） 17 時 15 分～20 時 

 

 ２ 労働委員労使トラブル専門相談 

 ○日 時：10 月 11 日（金）、25 日（金） 14 時 30 分～ ※事前予約制 

 ○場 所：県中予地方局 ２階 労働委員・相談室（面談方式） 
 


